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第４ 判例に反する判決である 

１ 採証法則に反する判断 

 相手方の主張する診断，治療は，「臨床医学の実践における医療水準」とは大き

くずれたものであるのに，カルテ（乙３の１）や相手方土屋および相手方中村の

陳述書（乙１６，乙１７），相手方会社代表渡邊の供述等，これらの内容を医学的

知見から検討することなく裁判所は採用し，それを根拠として申立人側の請求を

退けた。この判断は，そもそも採証法則に反し，判例（平成１８年１１月１４日

最高裁第三小法廷判決１５頁・民集第２２２号１６７頁 平成１６年(受)第２２

２６号）の趣旨に真向反するものである。 

２ 添付文書の注意義務違反についての判断 

⑴ ラシックスの添付文書（甲２４，１００）に，本剤投与中にＡＣＥ阻害剤を増

量する場合は，本剤の一時休薬もしくは減量等を考慮することとあるのに，ラシ

ックスを増量したところへベナゼプリル（ＡＣＥ阻害剤）（甲２５，１０１）を増

量したこと，また，他の降圧剤と併用する場合は用量調節等に注意することとあ

るのに，それを怠ったことから急性腎不全を発症したことが，検査データの変移

から明確であるのに，併用が禁忌なわけではないとして申立人側の請求を退けた

この判断は，判例（平成２１年３月２７日最高裁第二小法廷判決１１，１２頁・

民集第２３０号２８５頁 平成１９年(受)第７８３号）（平成１６年９月７日最高

裁第三小法廷判決８頁・民集第２１５号６３頁 平成１３年(受)第１６４号）（平

成８年１月２３日最高裁第三小法廷判決 民集第５０巻１号１頁 平成４年(オ)

２５１号）に反するものである。 

⑵ 原判決では，ポン太の腎不全は，急性腎不全である腎原性であったと判定して

いる。控訴審判決は，原審の判決理由を引用するとしたうえで判断が加えられた

ものであるが，追加された判断では，スピロノラクトンの添付文書（甲４１，１

０３）には，急性腎不全の患者には禁忌であると記載があることを認めながら，

相手方の注意義務違反を認定しない判断は，判例（平成２１年３月２７日最高裁
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第二小法廷判決 民集第２３０号２８５頁 平成１９年(受)第７８３号）（平成１

６年９月７日最高裁第三小法廷判決 民集第２１５号６３頁 平成１３年(受)第

１６４号）（平成８年１月２３日最高裁第三小法廷判決 民集第５０巻１号１頁 

平成４年(オ)２５１号）に反するものである。 

 

第５ その他法令違反 

  先に述べたペットと飼主との関係は，日本の社会において重要不可欠なものと

なっているにもかかわらず，ペットについての臨床医学の実践における医療水準

とは大きくずれた診断をそのまま追認し，「動物の愛護及び管理に関する法律違反」

「獣医師法違反」「薬剤師法違反」や「獣医師としての倫理に反する行動」を是認

する内容となっている。 

 原判決及び控訴審判決は，ペット医療の専門家の名に隠れた不正を野放し状態

とする効果を持つだけでなく，人間のペットを通じて得られる幸福追求（憲法第

１３条）に対する国民の権利を侵害するものである。 

 


